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又
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指
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催
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三

選
挙
管
理
委
員
会

山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
七
十
三
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
六
条
第
一
項
、
第
七
条
及
び
第
十
七

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
次
の
と
お
り
あ
っ
た
。

平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
日

山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
　
員
　
長

石
　
　
澤
　
　
道
　
　
夫

山
梨
県
公
報
号
外

第
七
十
二
号
　
　
平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
日

定
価（
消
費
税
込
）一
箇
年
　
一
六
、八
〇
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

一

山
梨
県
公
報
平
成
十
七
年

十
二
月
二
十
日

号
外
第
七
十
二
号

火　曜　日

政
治
資
金
規
正
法
第
六
条
第
一
項
第
一
号
に
よ
る
届
出
　
政
治
団
体
設
立
届

そ
の
他
の
政
治
団
体

名
　
　
　
　
　
称

代
表
者
氏
名

会
計
責
任
者
氏
名

主
　
た
　
る
　
事
　
務
　
所
　
の
　
所
　
在
　
地

設
立
年
月
日

届
出
年
月
日

地
域
の
み
な
さ
ん
と
共
に
歩
む
中

土
　
屋
　
芳
　
紀
　

中
　
村
　
　
　
了
　

甲
斐
市
宇
津
谷
四
五
七
八

平
成
十
七
年
　

平
成
十
七
年

庸
会

十
一
月
三
日
　

十
一
月
九
日

政
治
資
金
規
正
法
第
七
条
に
よ
る
届
出
　
届
出
事
項
の
異
動
届

区
　
分

名
　
　
　
　
　
称

代
表
者
氏
名

会
計
責
任
者

主
　
た
　
る
　
事
　
務
　
所
　
の
　
所
　
在
　
地

異
動
年
月
日

届
出
年
月
日



山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
七
十
四
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
収
支

に
関
す
る
報
告
書
に
つ
い
て
、
自
由
民
主
党
山
梨
県
第
一
選
挙
区
支
部
か
ら
訂
正
の
報
告
が
あ
っ
た
の

で
、
同
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
収
支
報
告
書
の
要
旨
の
公
表
（
平
成
十
六
年
十
月
十
四
日

山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
五
十
号
）
の
一
部
を
次
の
と
お
り
訂
正
す
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
日

山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
　
員
　
長

石
　
　
澤
　
　
道
　
　
夫

自
由
民
主
党
山
梨
県
第
一
選
挙
区
支
部
の
う
ち
１
中
「（
１
）

収
入
総
額
　
４
２，

０
９
０，

０

０
６
円
」
を
「（
１
）

収
入
総
額
　
４
２，

５
９
０，

０
６
６
」

に
、「
イ
　
本
年
収
入
額
　
３

３，

４
６
１，

９
５
５
円
」

を
「
イ
　
本
年
収
入
額
　
３
３，

９
６
１，

９
５
５
円
　
　
に
、「（
２
）

支
出
総
額
　
４
２，

０
９
０，

０
６
６
円
」
を
「（
２
）

支
出
総
額
　
４
２，

５
９
０，

０
６
６

円
」
に
改
め
る
。
自
由
民
主
党
山
梨
県
第
一
選
挙
区
支
部
の
う
ち
２
中
「
イ
　
寄
附
　
１
８，

１
６
０

，

０
０
０
円
」
を
「（
イ
）

寄
附
　
１
８，

６
６
０，

０
０
０
円
に
、「（
ア
）

寄
附
　
１
８，

１

６
０，

０
０
０
円
」
を
「（
ア
）

寄
附
　
１
８，

６
６
０，

０
０
０
円
」
に
、「
ｂ
　
法
人
そ
の
他

の
団
体
か
ら
の
寄
附
　
６，

８
３
０，

０
０
０
円
」
を
「
ｂ
　
法
人
そ
の
他
の
団
体
か
ら
の
寄
附
　
７

，

３
３
０，

０
０
０
円
」
に
、「
合
　
計
　
３
３，

４
６
１，

９
５
５
円
」
を
「
合
　
計
　
３
３，

９

「
㈱
桐
屋

６
１，

９
５
５
円
」
に
、「
㈱
桐
屋
　
１，

０
０
０，

０
０
０
円

神
奈
川
県
横
浜
市
」
を

並
木
商

１，

０
０
０，

０
０
０
円
　
神
奈
川
県
横
浜
市

に
、「
小
　
計
　
６，

８
３
０，

０
０
０
円
」
を

事
㈱
　
５
０
０，

０
０
０
円
　
神
奈
川
県
横
浜
市
」

「
小
　
計
　
７，

３
３
０，

０
０
０
円
」
に
、「
ア
　
経
常
経
費
　
１
７，

１
４
３，

６
３
６
円
」
を

「
ア
　
経
常
経
費
　
１
７，

６
４
３，

６
３
６
円
」

に
、「（
エ
）

事
務
所
費
　
５，

５
６
２，

９

８
３
円
」
を
「（
エ
）

事
務
所
費
　
６，

０
６
２，

９
８
３
円
」

に
、「
合
　
計
　
４
２，

０
９
０

，

０
６
６
円
」
を
「
合
　
計
　
４
２，

５
９
０，

０
６
６
円
」
に
改
め
る
。

山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
七
十
五
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
七
十
四
条
第
一
項
及
び
第
七
十
五
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
山
梨
県
に
お
け
る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
五
十
分
の
一
の
数
は
、
次
の
と
お
り

で
あ
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
日

山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会

山
梨
県
公
報
号
外

第
七
十
二
号
　
　
平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
日

二

政
治
資
金
規
正
法
第
十
七
条
第
一
項
に
よ
る
届
出
　
政
治
団
体
解
散
届

名
　
　
　
　
　
称

代
表
者
氏
名

会
計
責
任
者
氏
名

主
　
た
　
る
　
事
　
務
　
所
　
の
　
所
　
在
　
地

解
散
年
月
日

届
出
年
月
日

武
藤
茂
美
を
励
ま
す
会
　

加
々
美
堆
伸
　

羽
　
田
　
良
　
清
　

富
士
吉
田
市
小
明
見
二
三
六
四

平
成
十
七
年
　

平
成
十
七
年

十
一
月
二
十
五
日
　

十
一
月
二
十
五
日

新

自
由
民
主
党
山
梨
県
第
二
選
挙
区

平
成
十
七
年
　

平
成
十
七
年

支
部

旧

自
由
民
主
党
山
梨
県
衆
議
院
選
挙

十
一
月
一
日
　

十
一
月
十
六
日

区
第
二
支
部

新
　

自
由
民
主
党
山
梨
県
第
一
選
挙
区

甲
府
市
中
小
河
原
一
│
一
二
│
一
五
　

平
成
十
七
年
　

平
成
十
七
年

支
部

旧
　

甲
府
市
丸
の
内
二
│
九
│
三

十
一
月
五
日
　

十
二
月
二
日

新

自
由
民
主
党
山
梨
県
第
三
選
挙
区

平
成
十
七
年
　

平
成
十
七
年

支
部

旧

自
由
民
主
党
山
梨
県
衆
議
院
選
挙

十
二
月
五
日
　

十
二
月
七
日

区
第
三
支
部

「（
１
）

収
入
総
額
　
４
２
，
０
９
０
，
０

６
６
円
」
「
（
１
）
収
入
総
額
　
４
２
，
５
９
０
，
０
６
６
円
」

「
イ
　
本
年
収
入
額
　
３

３
，
４
６
１
，
９
５
５
円
」

「
イ
　
本
年
収
入
額
　
３
３
，
９
６
１
，
９
５
５
円
」

「
（
２
）

●
支
出
総
額
　
４
２
，
０
９
０
，
０
６
６
円
」

「
（
２
）

支
出
総
額
　
４
２
，
５
９
０
，
０
６
６

円
」

「
イ
　
寄
附
　
１
８
，
１
６
０

，
０
０
０
円
」
「
イ
　
寄
附
　
１
８
，
６
６
０
，
０
０
０
円
」

「
（
ア
）
寄
附
　
１
８
，
１

６
０
，
０
０
０
円
」

「
（
ア
）

寄
附
　
１
８
，
６
６
０
，
０
０
０
円
」

「
ｂ
　
法
人
そ
の
他

の
団
体
か
ら
の
寄
附
　
６
，
８
３
０
，
０
０
０
円
」

「
ｂ
　
法
人
そ
の
他
の
団
体
か
ら
の
寄
附
　
７

，
３
３
０
，
０
０
０
円
」

「
合
　
計
　
３
３
，
４
６
１
，
９
５
５
円
」

「
合
　
計
　
３
３
，
９

「
㈱
桐
屋

６
１
，
９
５
５
円
」

「
㈱
桐
屋
　
１
，
０
０
０
，
０
０
０
円
　
神
奈
川
県
横
浜
市
」

並
木
商

１
，
０
０
０
，
０
０
０
円
　
神
奈
川
県
横
浜
市

「
小
　
計
　
６
，
８
３
０
，
０
０
０
円
」

事
㈱
　
５
０
０
，
０
０
０
円
　
神
奈
川
県
横
浜
市
」

「
小
　
計
　
７
，
３
３
０
，
０
０
０
円
」

「
ア
　
経
常
経
費
　
１
７
，
１
４
３
，
６
３
６
円
」

「
ア
　
経
常
経
費
　
１
７
，
６
４
３
，
６
３
６
円
」

「
（
エ
）

事
務
所
費
　
５
，
５
６
２
，
９

８
３
円
」

「
（
エ
）

事
務
所
費
　
６
，
０
６
２
，
９
８
３
円
」

「
合
　
計
　
４
２
，
０
９
０

，
０
６
６
円
」
「
合
　
計
　
４
２
，
５
９
０
，
０
６
６
円
」



委
　
員
　
長

石
　
　
澤
　
　
道
　
　
夫

一
四
、
一
六
一

山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
七
十
六
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
七
十
六
条
第
一
項
、
第
八
十
一
条
第
一
項
及

び
第
八
十
六
条
第
一
項
並
び
に
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
一
年
法

律
第
百
六
十
二
号
）
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
山
梨
県
に
お
け
る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の

三
分
の
一
の
数
（
そ
の
総
数
が
四
十
万
を
超
え
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
超
え
る
数
に
六
分
の
一
を

乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
）
は
、
次
の
と
お
り

で
あ
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
日

山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
　
員
　
長

石
　
　
澤
　
　
道
　
　
夫

一
八
四
、
六
七
二

山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
七
十
七
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
八
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
山
梨
県
議
会

議
員
の
各
選
挙
区
に
お
け
る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
三
分
の
一
の
数
（
そ
の
総
数
が
四
十
万
を

超
え
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
超
え
る
数
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を

乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
）
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
日

山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
　
員
　
長

石
　
　
澤
　
　
道
　
　
夫

選
挙
区
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
分
の
一
の
数

東
山
梨
郡
　

六
、
九
〇
七

東
八
代
郡
　

一
九
、
六
九
九

西
八
代
郡
　

七
、
〇
九
九

南
巨
摩
郡
　

一
一
、
三
九
三

中
巨
摩
郡
　

四
五
、
五
一
三

北
巨
摩
郡
　

一
七
、
三
三
六

南
都
留
郡
　

一
二
、
一
二
五

北
都
留
郡
　

七
、
六
三
六

甲
府
市
　

五
一
、
三
八
四

富
士
吉
田
市
　

一
四
、
二
二
〇

塩
山
市
　

七
、
〇
八
〇

都
留
市
・
西
桂
町
　

一
〇
、
〇
二
六

山
梨
市
　

八
、
五
七
三

大
月
市
　

八
、
五
四
〇

韮
崎
市
　

八
、
四
八
四

山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
七
十
八
号

公
職
選
挙
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
八
十
九
号
）
第
五
十
五
条
第
二
項
及
び
第
四
項
第
二

号
の
規
定
に
よ
り
、
不
在
者
投
票
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
施
設
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
日

山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
　
員
　
長

石
　
　
澤
　
　
道
　
　
夫

施
　
　
設
　
　
の
　
　
名
　
　
称
　
　
　
　
　
　
　
所
　
　
　
在
　
　
　
地

医
療
法
人
社
団
　
富
士
厚
生
会
　
　
　
　
　
　
　
南
都
留
郡
山
中
湖
村
山
中
一
〇
六
九
番
地
三

介
護
老
人
保
健
施
設
　
山
中
湖
あ
ん
ず
の
森

山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
七
十
九
号

公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
百
六
十
一
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
条
第

一
項
第
三
号
の
個
人
演
説
会
等
を
開
催
す
る
こ
と
が
で
き
る
施
設
と
し
て
、
次
の
施
設
を
指
定
し
た
旨

の
報
告
が
あ
っ
た
。

平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
日

山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
　
員
　
長

石
　
　
澤
　
　
道
　
　
夫

名
　
　
　
　
称

所
　
　
在
　
　
地

指
定
選
挙
管
理
委
員
会

甲
州
市
恩
賜
林
記
念
館

甲
州
市
塩
山
上
於
曽
一
〇
九
三

甲
州
市
選
挙
管
理
委
員
会

番
地

市
川
三
郷
町
ふ
る
さ
と
交

市
川
三
郷
町
大
塚
四
七
六
三
番

市
川
三
郷
町
選
挙
管
理
委
員
会

流
セ
ン
タ
ー

地

山
梨
県
公
報
号
外

第
七
十
二
号
　
　
平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
日

三



発
行
者
　
　
山
　
梨
　
県
　
　
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
　
　
　
　
　
印
刷
所
　
㈱
サ
ン
ニ
チ
印
刷
　
甲
府
市
北
口
二
丁
目
六
番

山
梨
県
公
報
号
外

第
七
十
二
号
　
　
平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
日

四


